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NPO法人神奈川県自然保護協会 設立１９６５年１０月１日

No.77
2014年 ７月２９日
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神奈川県自然保護協会 事業のお知らせ

第 14回 ２０１４年 １２月 ２１日（日）

さがみ自然フォーラム 厚木市文化会館 集会室 ＆ 小ホール

（野生動植物保全フォーラムが名称変更しました）

活動ポスター発表 と 講演会

年末に、今年の活動をふり返り情報交換をしませんか

第 1部 11時～ 12時 （休憩） 13時～ 14時 （ ４階 集会室 ）

県内で活動する自然保護、生物多様性保全活動をしている各種主体によるポスター発表による交流会

（一般の方にも呼びかけます。）

第 2部 14時 30分～ 16時 30分 （ 小ホール ）

講演会 （里山の保全･活用に関する内容） 講師未定

貴団体の活動報告や、危機にある現状など、ポスターでご紹介ください

１．このフォーラムは県下で活動している自然保護に関わる仲間の情報交換の場として発展させたいと思います。

２．当日は、展示物について１０分程度のスピーチをして頂きます。

３．お持ちいただくポスターは、Ａ１またはＡ０程度の大きさで、内容によっては複数枚になることも可能です。

ご希望により、Ａ１版ポスターフレームをお貸しします。２週間程度の余裕を持ってお申し出下さい。

４．会場は壁面に画鋲や粘着テープを使うことはできません。フックを使って吊す形になります。（フックは用意します）

５．ポスターの掲出は１０:００から可能です。１１:００よりポスターセッションを開始しますので、この間に作業を終え
るようにしてください。

６．ポスターの掲出とともに、配布物を用意されても結構です。有料配布物については事前にお申し出ください。

７．参加される団体はスペースを用意する関係上、展示物の量、立体物や配布物があるかなど９月１５日までに概略をご連

絡下さい。
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＜自然保護の現場を見る＞

湘南海岸の自然 ２０１４年 ９月１４日（日） 参加費１０００円

少雨決行（中止の場合は参加者に連絡します）

＝ 砂浜の自然 防災 将来へのビジョン ＝ 定員３０名

主催 NPO法人神奈川県自然保護協会 共催 湘南緑の連絡協議会

東日本大震災以来、海岸の津波対策については深刻な問題す。また、相模湾では海岸浸食対策も大きな課題です。

一方、海岸には海岸の生態系があり、砂浜から松林にかけての植生は独特の景観を作っており、希少種も存在します。こ

れらを保全することは防災対策になることもあり、また矛盾することもあり得ます。レクリェーションも含めて海岸利用の

あり方を考え、将来のビジョンを市民と共有することは大事なことです。施策に関わる県担当者から説明を受けたり（予定）、

現地を見て考える機会を作ります。

日程 平坦なところを約４㎞歩きます

８：５０ 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅集合 9:00出発予定
９：３０ 引地川河口部から鵠沼海浜公園見学（津波対策を考える）

１０：３０ 辻堂海浜公園や辻堂浄化センター（辻堂南部公園）見学

１２：００ 神奈川県藤沢土木事務所汐見台庁舎（休憩･昼食）

１３：００～ 県担当者の話を伺いながら圃場や海岸林を見る

１５：００～ 県担当者から説明

・相模湾海岸管理のあらまし

・将来のビジョン

市民が協力できる活動について討論会

１６：００ 終了

持ち物・服装など 弁当・飲み物・帽子・歩きやすい靴

参加費 １０００円（保険代 資料 イヤホーンガイド使用料） 当日集金

申し込み 事務局へ ハガキ・FAX・Eメールで 記載事項（氏名、住所 同行者氏名、連絡できる電話番号）

（ハガキ、FAXの場合お断りする場合のみ連絡します。）
〆切り 9月 7日（日）又は定員に達したとき
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神奈川県自然保護協会 総会より 総会での事業報告等はパワーポイントを使ってビジュアルに行われました。

詳細は、前号議案書をご覧下さい。

事 業 報 告

地形・地質観察会

2014年２月27日

3月5日2回計画

内3月5日は雨天中止

多摩川南部丘陵地帯

の自然と文化の歴史

に触れる

2014年3月29日

参加者無くスタッフ研修会

として実施

グリーンタフと共催。

Ⅰ 市民向け 自然のめぐみを味わうエコツアー

厚木市生物多様性 １ 川のめぐみ 8月 9日 講師 神奈川県水産課 勝呂尚之氏

地域戦略事業協働

川の生きもの観察 鮎づくしの昼食 広域水道企業団社家取水場魚道見学

魚道には中から見え

る設備がある。
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２ 里のめぐみ 11月 10日 「川のめぐみ」テキストの一部

ファーマーズマーケット 秦野じばさんず見学

出雲大社相模分祠植樹地見学 そば打ち体験など

「里のめぐみ」テキストの一部

３ 山のめぐみ

‘14年 2月 16日
（大雪のため中止）

計画 森林セラピー体験

山のめぐみを味わう昼食

講話

Ⅱ 市内妻田小学校ビオトープ設置

厚木在来動植物の生育場所造成

水田環境 池環境 河原環境

自然エネルギー利用

太陽光パネル設置による循環設備

丹沢再生による間伐材使用
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Ⅲ 野生動植物保全フォーラム （第 13回 本年は厚木市と共催）

生物多様性

ホットスポット

プロジェクト

応募があったものを地図上に落

とし、重複を見たり、専門家によ

る評価をしています。

新しい情報を早く

伝えるように努め

ています。

ホームページ また、ニュース

レターは画像がカ

http://www.eco-kana.org ラーで見られるよ

うになっています。

http://www.eco-kana.org
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収入 支出

決算報告

会員

及び収入の状況 会 費収入及び会員数は減少傾向（右目盛り）

（過去５年間推移）事 業収入が 2011 年度多かったのはバスを使った単価
の 高い観察会を行ったため。

収 入総額が増えているのは委託金が増えているため。

た だし活動できるスタッフは限られている。

２０１３年度 特定非営利活動法人神奈川県自然保護協会監査報告 （謄本）

２０１４年５月３０日 神奈川県民センターにて会計諸帳簿及び収支伝票等について監査を実施した

ところ、収入及び支出について、適正に執行されていたことを認めます。

なお、本協会の運営について、事業内容が拡大の傾向にあるにもかかわらず、事務局業務は 1 名の

監査報告 負担に依るところが大きく、継続的な運営、及び透明性確保の点で好ましいとは言えず、補佐を置くな

ど改善を要すると思われます。今後の検討課題として頂きたいと思います。

２０１４年 ５月３０日

監事 高橋 秀男 印

監事 友井 国勝 印

２０１４年度事業計画 （予算）

収入 支出

収支の概要

補助金・委託料が大きく

昨年度との比較 減少している。これに応

じ事業費も減少。

年度途中に補助金が受

けられる事業があれば増

える可能性もある。

会費･寄附金は暫減と

して計画。

相模湾と東京湾という二つの海に面する神奈川県の住民にとって、海は常に身近な存在であった。

東京湾の浅海や干潟、相模湾の深海から海岸の岩礁、砂浜には生物多様性に恵まれた豊かな自然があ

総会アピール る。

明治初め、招聘された欧米の生物学者たちは、ここを研究・教育の場とし、日本の近代生物学の礎を

築き、またその成果を世界に発信した。

戦後は昭和天皇が生物学研究の中心的フィールドにされたこともその価値ゆえであったと言える。

多様な魚介類や海藻などの食の世界、海洋レジャーの舞台、さまざまな文化芸術の対象など、私たち

はこの海から多くの恵みを受けている。
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一方、海は恵みをもたらすだけでなく、荒れる時は海難を、また津波など災いをもたらす存在である

ことも忘れてはならない。

この神奈川の海には、海岸の浸食、埋め立てや新たな構築物の設置、外来動植物の侵入、地球温暖化

の影響、そして自然と共存してきた先人の知恵である防潮・防風林の今後のあり方、など多くの課題が

ある。

海や海岸の生物多様性は、人間が干渉する以前から、あるときは牙をむく自然の猛威と共存して、生

命を繋ぎ今ここにある。

地球上の生命はすべて海で発生した一つの生命が元になっているという事実をあらためて認識した

い。

私たち人間の手でこれを絶つことなく、持続可能な生命の将来を守り育てることに英知を傾けよう。

このアピール案について,会場より異議がありました。
異議の趣旨は、農薬も含めて一般の人による殺虫剤・防腐剤・中性洗剤等の使用が、化学物質による海洋汚染を引き起こ

し海の生物の命を縮めている。これに対しては県民全員が努力すること大事で、このことをアピールとして訴えるべきと言

うものでした。

全面的にアピールを作り直すべきという厳しい提案だったのですが、これに対して、理事長から総会アピールはアピール

とし、追加で再度アピールを出すような方向で調整させていただきたいとの発言が有り、これにより、参加者全員から了承

されました。

神奈川県内自然保護ニュース
（このページに掲載する情報をお寄せください。）

渋沢丘陵 霊園問題 新聞記事から

この件に関して、毎日新聞･地域版（高橋和夫記者）が

良くフォロウしています。

①秦野の霊園計画:八国見山霊園反対住民、ルート変更要
請 オオムラサキ繁殖地に道路 ／神奈川 6/3 毎日新聞

②秦野・八国見山:霊園開発、許可差し止めを 秦野市長

に４団体 第三者機関の検証要望／神奈川

6/14毎日新聞
③秦野の霊園建設問題:事前協議終了前に「了」 秦野市

報告、県資料に記載 ／神奈川 6/16 毎日新聞
④秦野の霊園建設問題:県「特段の意見ない」 審議会資

料、反対知りながら記述 ／神奈川 7/4 毎日新聞
⑤秦野の霊園建設問題:「意見ないは不可解」 県森林審

議会で出席委員 ／神奈川 7/11 毎日新聞
⑥秦野の霊園建設問題:ルート変更に触れず 市民要望に

市側が回答 進入路、事実上容認／神奈川

7/12毎日新聞
⑦秦野の霊園建設問題:「霊園開発は県条例違反」市に市
民団体、計画書差し戻し要求／神奈川 7/19 毎日新聞

① 建設予定地は県内でも有数のオオムラサキ繁殖地で、

計画地の進入路建設予定地にあるエノキはこの冬の越冬

調査で多数の幼虫が見つかったことから、「渋沢丘陵を

考える会」がルートの変更を事業者及び秦野市に求めた

というもの。

ルートにかかる 5 本の内、3 本は業者が移植するとし
ているが、成功する補償はない。また、他にエノキがな

いわけではないが、オオムラサキが産卵する木はどれで

も良いというものではないという。

③ 開発に当たって県の土地利用調整条例に基づく林地開

発計画の適否を審査するにあたり秦野市に 2013 年 1 月
17 日に照会した。秦野市は市の「まちづくり条例」に
基づく事前協議が終わっていないにも拘わらず了とし、

同年 1 月 24 日に回答した。県はこれに基づき 1 月 28

日に開いた会議で開発許可の結論を出した。

しかし、市が「まちづくり条例」に基づき事業者が必

要な書類（ごみ処理、防災、環境保全）を出し、公聴会

など事前協議が終了したのは 1 年余り後の 2014 年 4 月
初めだった。「守る会」では林地開発審査は無効だった

と批判している。

④⑤ 本年 2 月にあった県森林審議会で、この件隣地開
発許可に慎重な意見が多かったにも拘わらず、私権制限

にかかわる問題が大きく苦渋の判断として異例の意見を

つける答申となった。

これに関して、この会議の席で県は、自然保護グルー

プなどの反対があることを知りながら「特段の意見がな

い」と記述した資料を作り、審議委員に配布していたこ

とが分かった。

県は、審議会開催にあたり、秦野市に意見照会した。

これに対し市は林地開発の４条件（災害防止、水害防止、

水の確保、環境保全）について意見をつけたが、住民の

意見については回答項目がなかったので、触れなかった。

県は審議会の資料に「地域社会との合意」の項目を設

け、市の回答の「その他事項」の特記欄に住民の意見が

記されないことから、「開発行為による影響について、

地域住民の意向を十分に配慮しているか秦野市長に照会

を行いましたが、特段の意見がないという回答をいただ

いている」と記載して配布した。

市は「地域社会との合意形成について具体的な照会が

あれば、住民らの反対があると書いて回答した。意見が

ないわけではなかった」としている。

審議会では、委員から「地域社会との合意形成が必要

というところに、特段の意見がないという回答をいただ

いている点がとても不可解」と発言があったという。

県の担当者は、地元自治会との協議では意見がなかっ

たと答えたが、自然保護団体から反対が起きていること

には触れなかった。

八国見山の霊園開発を巡っては、２０１２年８月に約
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６千人の反対署名が市に提出され、同１０月の公聴会で

は十人の公述人全員が反対意見を述べた。市議会には反

対陳情が出され、県にも霊園開発に伴う要求書が提出さ

れている。

⑦ 事業者は霊園（19万 8838㎡）のほかに駐車場４カ所
（計 8734㎡）の開設を計画している。
県の土地利用調整条例は、駐車場を含む付帯施設も霊園

の事業区域になるとしている。霊園と駐車場を合わせた面

積は 20 万 7527 ㎡で、同条例が民間による霊園開発で認
めている 20 万平方メートルの上限を超えるため、計画そ

のものが条例に違反していることになる。

県は同条例に基づき、昨年 1 月 28 日に霊園の林地開発
計画の適否を審査する関係十課による幹事会を開き、開発

行為を認めることを決めた。「渋沢丘陵を考える会」のメ

ンバーは「幹事会で、霊園の計画地外に設けられる駐車場

を事業区域としなかったことは、事業者への明らかな便宜

供与であり、県自らが条例に違反したことになる－－とし

て、7 月 18 日、事業者が秦野市まちづくり条例に基づい
て提出した上下水道整備などの計画書の差し戻しを求める

要求書を古谷義幸市長に提出した。

横浜上郷地区開発（瀬上沢開発問題）続報

① 6月 3日、県知事と県会議長へ陳情書を提出しました。
趣旨は、

１上郷開発提案区域に人口フレームの貼り付けを認めない

事。

２製鉄遺跡・猿田谷戸・深田谷戸の現状保全を求める。

３開発区域内に生息する希少生物の保全を求める。

これに対し、6月 25日に県からの回答がありました。
（回答要旨）

1について
都市計画区域の整備,開発及び保全の方針（以下「整

開保」という。）の決定権限は、現在、県にあるが、平

成 26 年 6 月 4 日に公布された「地域の自主性及び自立
性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律」、いわゆる第 4次一括法により、平成 27
年 6 月 4 日から政令指定都市に権限が移譲されること
となった。

従って横浜市の当該都市計画提案に係る対応を見守る

とともに、横浜市の所管部局に対し、趣旨を伝る。

２について

県は、遺跡について認識している。地域にとっての重

要性や保存の必要性については、地元市町村である横浜

市によって適切に判断していただく必要があります。

３について

当該開発計画に伴う緑地保全に関しての権限がありま

せんので、ご提案の趣旨に沿った対応はできない。文書

内容は横浜市に伝える。

② アセスメントについて

NPO 法人ホタルのふるさと瀬上沢基金は、7 月 3 日横
浜市長宛「東急建設の都市計画提案について」として、市

環境審議会の環境影響評価対応について次の 3 項目の質
問状を出した。

（質問状要約）

１ 猿田谷戸・深田谷戸の埋め立てで、審査委員から「東

日本大震災では、特に集水地形や傾斜地の谷埋め盛り土

で甚大な被害が出ている」との指摘があったのに対し、

事業者は谷戸の開口部を外して傾斜地とならない不適切

な断面図を提示した。これを見て審査委員は「断面がす

り鉢状であれば問題なし」との判定を下した。

２ 東日本大震災では、古い埋立て地は崩壊が多いと言わ

れている。深田谷戸開口部は 30年前に約 10m埋め立て
られているが事業者はこれを示さず、新たな埋立て最大

１４ｍのみの図面を提示した。この為、検討対象となら

ず問題なしとの判定が下された。

３ 山嶺切り取りによる風速変化について、山嶺切り取り

部分で行わず、風速変化の影響がほとんど無い山の陰で

計測し、「問題なし」との判定にしている。この地点は、

春一番で 30m/s 以上の風が吹くことがあり、計測場所
が不適切。

（市回答）

これに対し、市は 7 月 17 日付けで、具体的な項目には
触れないで審議会の審議に基づく答申であること。市は将

来のまちのあるべき姿を見据えつつ、都市計画の決定また

は変更をする必要があるか否かを判断するとの回答でし

た。

神 奈 川 県 自 然 保 護 協 会 か ら の お 知 ら せ

会費の納入

ご協力ありがとうございます
7 月 20 日現在、会員の６６％の方から本年度会費を戴

いております。ありがとうございます。

本会は基本的に会費により運営されています。活動に対

して管理費（消耗品・機材等）は極力切り詰め、無償のボ

ランティアにより支えられています。

会費支払いをお忘れの方はよろしくお願いいたします。

なお、支払いにあたり、ゆうちょ銀行に口座をお持ちの

方は ATM より、口座間振替をして頂くと,送料はかかりま
せん。 詳しくはゆうちょ銀行窓口にお尋ね下さい。
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